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エグゼクティブサマリー
2018年10月、欧州連合（EU）の共同移転価格フォーラム（Joint Transfer Pricing  
Forum、以下、「JTPF」）が、「移転価格コントロールに対する協調的アプローチに 
関する報告書（Report on a coordinated approach to transfer pricing 
controls）」（以下、「本報告書」）を公表しました。それに加え、「2017年末時点に 
おけるEUの事前確認（APA）に関する統計データ（Statistics on Advance Pricing 
Agreements）」（以下「APA統計」）及び「2017年末時点における仲裁協定 
に基づく係属中の相互協議（MAP）に関する統計データ（Statistics on Pending 
Mutual Agreement Procedures (MAPs) under the Arbitration Convention 
at the end of 2017）」（以下、「係属MAP統計」）も公表しました。

本報告書では、納税者と税務当局の双方に向けて様々な提言を行うことによりベ
ストプラクティスを定めるとともに、移転価格コントロールの分野における協力
の強化を推奨しています。JTPFは、協調的移転価格コントロール（coordinated 
transfer pricing control）アプローチの利点を認識しており、例えば、共同移転
価格コントロールを効果的かつ効率的に実施するための国内法の枠組みを導入
又は修正することなどにより、移転価格コントロールの分野における協力を強化
することを推奨しています。本報告書は、共同調査、同時調査及び多数国間コント 
ロール（Multilateral Control）について議論しています。それに加え、組織問題、納
税者の権利と義務及び共同移転価格調査の様々な段階に関わる協調的移転価格
コントロールとの関連で包括的ガイドラインと一連のベストプラクティスも提供し
ています。
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APA統計では、加盟国のAPA業務に関する概要が国別に示さ
れています。この概要によれば、APA業務を（正式に）導入して
いない加盟国がまだ存在し（すなわち、ブルガリア、キプロス、
エストニア、マルタ）、加盟国全体の半数以上がAPAの申請に
対し手数料を適用しています。2016年のデータ1と比較する
と、実施中のAPAの総件数、APAの申請受理件数及び承認件
数はいずれも減少しました。この減少の主因はベルギーとルク 
センブルクの減少にあり、後者の場合、国内APA業務の再編が
その原因でした。

係属MAP統計では、2017年末時点における仲裁協定
（Arbitration Convention、以下、「AC」）に係る係属事案の
現状が示されています。2017年中に開始された事案と完了し
た事案がほぼ同数であるため、係属事案総数は比較的同水準
にとどまっています。2017年には、ほぼ1,900件の半数以上が 
2年以上係属していました。全般的に、事案の平
均サイクルタイムは 2 0 1 6年 2とほぼ同じでした。

詳細解説
背景
JTPFは、経済協力開発機構（OECD）の移転価格ガイドライン
の枠組み内で業務を行っており、EUにおける移転価格実務か
ら発生した実施上の諸問題に対する実用的な非立法的解決
策を欧州委員会に提案するという合意に基づいて機能してい
ます。本報告書、APA統計及びACに係る係属MAP統計とい
う2018年10月公表の3つの文書は、JTPFの最新の刊行物 
です。

移転価格コントロールに対する協調的アプローチに
関する報告書
本報告書の目的は、二重（非）課税を回避するためにEU内の移
転価格コントロールに対する協調的アプローチを確立すること
にあります。さらに本報告書は、EUの現行の法的枠組みに基づ
いて、どの手段をどのように改善できるかを分析するための出
発点としても機能します。こうした目的で、JTPFは加盟国の納
税者と税務当局に向けて10の提言を行いました。その基礎と
なっているのは、JTPFが「共同移転価格フォーラムの移転価格
リスク管理に関する報告書（Report on Transfer Pricing Risk 
Management of the Joint Transfer Pricing Forum）」で示し
た協調的コントロール又は共同調査に関する提言です。本報告
書は以下の2つの部分で構成されています。

(i)EUにおける移転価格コントロールに対する協調的アプロー
チの枠組み、及び(ii)EU内の移転価格コントロールにおける協
調に関するガイドライン

本報告書では最初に、移転価格コントロールに係る協調的アプ
ローチの原則の概要を示した上で、共同調査、同時調査及び多

数国間コントロールなど、実務や税務の文献で使用される既存
の概念や用語、及びEU内で協調的移転価格コントロールを実
施するための法的枠組み3について説明しています。次いで、移
転価格の本質、及び各税務当局が必ずしも共通の利害関係を
有していない事実を踏まえると、異なる税務当局間及び税務当
局と納税者間の協調が重要であると述べています。EUの現行
の法的枠組みは、加盟国が協調的コントロールの実施に合意す
ること、及び別の加盟国の税務調査に能動的又は受動的に関
与することを認めています。さらに、この法的枠組みの下で、加
盟国はリアルタイムで情報を交換することを決定できます。し
かし、この法的枠組みは統一的に導入されているわけでありま
せん。例えば、27の加盟国のうち18カ国4は、来国した外国政
府職員が能動的又は受動的に同席すること、又は協調的コント
ロールの結果としてそれに応じた下方調整を行うことを認めて
いません。

この点に関するJTPFの提言には下記事項が含まれています。

1. 税務当局間の情報交換や協力が移転価格リスクの識別に
役立ち、効率的な税務調査に寄与すると見込まれる場合、そ
れらを利用すべきである。

2. 対話と信頼に基づく税務当局と納税者間の協調的アプロー
チを採用することが望ましい。納税者は、実際の税務調査活
動に積極的に関与すべきであり、国内規定に従って意思を
伝達し、意見を述べる権利を有するべきである。納税者は、
税務調査中、税務当局が講じる措置に関する情報を適時に
提供されるべきである。一方、納税者は、高い透明性を有し、
関連する情報を関与する各税務当局と適時に共有すべきで
ある。

3. 加盟国には、来国した外国政府職員の能動的な同席を認め
る法令を導入することが推奨される。

4. 加盟国には、共同調査の結果としてそれに応じた下方調整
を実行することを認める法的枠組みを迅速に制定すること
が推奨される。

5. 加盟国は、適切な場合、移転価格コントロール中、高度の 
協力を達成するためにリアルタイムで円滑なコミュニケー
ション及び情報交換を行うべきである。

報告書の第2部では、移転価格コントロールに対する協調的
アプローチの一連のベストプラクティスが示されています。こ
れらのガイドラインは、特定の組織問題、納税者の権利と義務
及び移転価格調査の様々な段階（すなわち、初期段階、調査段
階、解決段階及び事後段階）と関連しています。税務当局は、協
調的移転価格コントロールを提案する権利を納税者に付与す
ることを考慮すべきだが、当該権利は、国内法に規定されてい
ない限り行使することはできない、とJTPFは述べています。ま
た、協調的アプローチを考慮すべき事案タイプ、協調的移転価
格コントロールの対象とする納税者の選定プロセス、及び当該

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/jtpf/2013/jtpf_007_2013_en.pdf
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3Japan tax alert   2018年12月6日  |

コントロールの開始と準備に関する具体的な考慮事項が記載
されています。JTPFは、税務当局が共通理解に達することがで
きない場合、税務調査の最終報告書には、少なくともすべての
関連する事実と状況を記載するとともに、税務当局が合意でき
たポイントを明確に言及すべきであると提言しています。協調
的移転価格コントロールの結果として、MAP（及び／又は、合意
に達した場合は二国間APA）が促進される可能性があります。
それは、その手続きにおいて、最終調査報告書ですでに合意さ
れた事実と状況を考慮に入れることができるからです。しかし
ながら、MAPの権限ある当局は、事案における自身の独立性を
確保するために、税務当局の調査部門に対して一定の自主性を
維持すべきです。

さらに、以上のことに関連して、JTPFは以下の提言を行ってい
ます。

6. 加盟国は、移転価格コントロールに対する協調的アプロ
ーチを採用する可能性、及びそのために利用可能な手段
の機能を利害関係者が認識することを確実なものとすべ
きである。利害関係者間のコミュニケーションを促進する
ために、税務当局が、協調的移転価格コントロールに関連
する事項において窓口を設けるとともに、機能的な電子 
メールボックスを公表することを推奨する。協調的アプ 
ローチを実現するために、加盟国が、税務調査の期間、時
期及び実施される調査方法の選択に関して可能な限り柔
軟に対応することを推奨する。

7. 加盟国は、合理的な説明に基づいて拒否する場合を除き、
協調的移転価格コントロールに参加すべきである。

8. 加盟国は、個々の協調的移転価格コントロールを目的とす
る税務調査計画に合意及び署名すべきである。

9. 加盟国は、持続的な協調的移転価格コントロールプログラ
ムを確立することを望む場合、覚書に合意すべきである。

10. 個々の協調的移転価格コントロールは最終報告書をもっ
て終了すべきである。

本報告書は、結論として、協調的移転価格コントロールに対す
る協調的アプローチには明確な利点があると述べています。必
要な法的枠組みが加盟国によって導入されている場合、加盟国
は、共同調査に類似した特徴を持つ手続きを行うことが可能で
す。次のステップとしては、現行の法的枠組みの改善が必要に
なるか否かを評価するために、移転価格コントロールに対する
協調的な加盟国のアプローチに関するデータを収集すること
が有用と思われます。また、JTPFも将来、共通の移転価格調査
方法の策定に向けた作業を行う可能性があります。

APA統計
APA統計では、各加盟国で利用可能なAPAの選択肢のタイ
プ、APAの申請における手数料の有無、及び2017年末時点で

実施中の（一国内、二国間及び多数国間）APAの件数（と総数）
に関する詳細情報が示されています。また、2017年における
APAの申請受理件数、承認件数、却下件数、及び納税者による
申請取下げ件数も開示されています。最後に、加盟国は、二国
間又は多数国間APAの交渉に要した平均月数に関する情報も
提供しています。

これらの数値から分かることは、APA業務を（正式に）導入して
いない加盟国がEU内に存在するということです（すなわち、ブ
ルガリア、キプロス、エストニア、マルタ）。ただし、二国間APAに
ついては、権限ある当局の手続きによって可能になる場合があ
ります。加盟国全体の半数以上がAPAの申請に対し手数料を
適用していますが、その額は加盟国により異なり、また一国内、
二国間または多数国間APAのいずれの申請であるかによって
も異なります。2016年末時点について公表された統計デー
タと比較すると、実施中のAPAの件数は2,262件から1,421
件に、またAPAの申請受理件数は1,384件から1,096件に減
少しています。この減少の主因は、ベルギーとルクセンブルク
における該当するAPAの減少にあります。ルクセンブルクの場
合、OECDの「税源浸食と利益移転に係る行動8~10」を国内法
に導入したことに伴い、国内APA業務が再編されたために、既
存のAPAの法的効力が失効したことが原因でした。2017年に
承認されたAPAの件数も、2016年の1,587件から1,133件へ
と29%減少しました。全般的に、二国間又は多数国間APAの交
渉に要した平均期間は2016年とほぼ同じでした。

係属MAP統計
係属MAP統計に含まれる数値は、ACに係る2017年1月1日
時点での係属事案、2017年中に開始された事案と完了した事
案、その結果の2017年12月31日時点の係属事案に関連して
います。このデータによれば、2017年中に開始された事案と完
了した事案がほぼ同数（それぞれ547件と534件）であるため、
係属事案総数は比較的同水準にとどまっています。2016年に
比べ、事案の平均サイクルタイムに関する情報を提供した国が
増加していますが、その範囲は9カ月から55カ月です。提供さ
れたサイクルタイムは全般的に2016年のデータと類似してい
ます。

さらに、係属MAP統計には、開始後2年間係属している事案数
とその理由の概要も示されています。この概要から分かるの
は、全体で1,899件の事案のうち996件が2年以上継続してい
ることです。その主な理由は2つあり、(i)事案が裁判所で係争
中、及び(ii)制限時間に対する権利が納税者の同意により放棄
された、というものです。全部で9件の事例がMAPの申請を却
下されていますが、そのうち5件は、3年内という期限が守られ
ていないこと、又は各事案がACの対象範囲外であることがそ
の理由でした。
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本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
須藤 一郎 パートナー ichiro.suto@jp.ey.com

巻末注
1. Statistics on APAs in the EU at the end of 2016（2016年末時点におけるEUのAPA統計）
2. Statistics on Pending MAPs under the Arbitration Convention at the end of 2016（2016年末時点における仲裁協定に基づく係属

MAP統計）
3. 課税の分野における当局間の協調の法的枠組みは、2011年2月15日付指令第2011/16/EU号に規定されています。
4. ハンガリーはJTPFの質問書に回答しませんでした。
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今後の影響
本報告書によれば、同時コントロールが法律上可能になって以
降、全部で119件の同時コントロール（主に、移転価格に関連）
が加盟国によって開始されたと見られます。本報告書の結果と
して、加盟国が、協調的移転価格コントロールに関する法的枠
組みを導入及び／又は修正することを検討する可能性があり
ます。さらに加盟国は、共同調査や同時調査など、より協調的
な移転価格コントロールを開始したり、進行中の税務調査への
関与を他の加盟国に求めたりする可能性もあります。こうした
協調的コントロールにより、二重（非）課税の事例数が減少する
と同時に、ACに係るMAPの必要性が低下することが見込まれ 
ます。

納税者は、税務当局が移転価格調査を共同で又は同時に実
施できることを認識すべきです。また納税者は、国内法で可
能な場合、先を見越して、移転価格調査の事案で協調的アプ 
ローチを採用することを税務当局に求めることの検討も可能
です。JTPFは、EUにおける現行の法的枠組みの改善が必要か
否かの評価に向けて、及び共通の移転価格調査方法の策定に
向けて作業を行うでしょう。

多くの税務当局が移転価格をますます重視するようになってい
るため、当面、APAとMAPの重要性が高まると予想されます。
これに伴い、納税者は、自身の移転価格係争の戦略を（再）検討
するとともに、EU及び個々の加盟国で利用可能な機会を分析
することが望ましいと思われます。

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_jptf_apa_statistics_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_jptf_ac_statistics_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=en
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fabout.twitter.com%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=EY_TaxJapan&tw_p=followbutton

